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原 著

介護施設の福祉用具活用における腰痛予防策を阻む要因
―文献検討―

盆子原イツ子，岡村 仁
広島大学大学院医系科学研究科精神機能制御科学

（2021年 6月 11日受付）

要旨：＜目的＞介護行為は腰部への負荷が大きく，腰痛発生要因と深く関連があることが知られ
ている．しかし，福祉用具の活用も少なく，腰痛予防策が進まない現状がある．そこで本研究で
は，介護施設における介護士の福祉用具活用における腰痛予防策を阻む要因について文献検討を
行った．
＜方法＞「メディカルオンライン」「Google Scholar」を活用し，「腰痛予防，福祉用具，介護」を

key wordに介護施設の介護士を対象としたフル文献を 2005～2020年の期間で検索し，28文献を
分析対象とした．28文献から，介護施設の介護士の福祉用具活用における腰痛予防策を阻む要因
に関する記述内容を抽出し，質的帰納的分析を行い，サブカテゴリー化，カテゴリー化した．
＜結果＞介護施設の福祉用具活用における腰痛予防策を阻む要因を示すカテゴリーとして，【労
働衛生教育の不備】【福祉用具活用環境の未整備】【介護人材の不足】が抽出された．【労働衛生教育
の不備】は，［福祉用具活用教育のおくれ］［衛生委員会の活動不足］［力任せの介助環境］［作業ロー
テーションの工夫不足］［個人任せの腰痛予防策］の 5サブカテゴリーから，【福祉用具活用環境の
未整備】は，［作業環境の未整備］［乏しい設備投資］［活用されない助成金］［腰痛予防に関する認識
の違い］［要介護者のアセスメント不足］［マニュアルの不備］の 6サブカテゴリーから，また【介
護人材の不足】は，［作業人員の不足］［自己犠牲］［一人介助の環境］［タイムプレッシャーのために
業務遂行を第一優先］の 4サブカテゴリーから構成されていた．
＜考察＞本結果より，介護施設の福祉用具活用における腰痛予防には，適切な労働衛生教育，
福祉用具活用環境の見直し，および十分なスタッフの雇用が提案された．そのためには学会など
の職能団体の腰痛予防対策活動が重要と思われる．

（日職災医誌，70：182─189，2022）
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緒 言

日本では，少子高齢社会が進行し，介護ニーズの多様
化・高度化等に伴って看護・介護労働が重度化し，看
護・介護従事者において業務に関連する腰痛の発生率が
高くなっている１）～３）．介護行為は腰部への負荷が大きく，
腰痛発生要因と深く関連している．介護・医療職者の腰
痛有訴率の高さは日本に限ったことではなく，諸外国に
おいても同様である．
イギリスにおいては，1974年に労働安全衛生法

「Health and Safety at Work Act」が，1992年には英国安
全衛生庁（Health and Safety Executive：HSE）より主要
安全衛生規制の一つとして「Manual Handling Opera-

tions Regulations」が制定された４）５）．さらに 1995年には，
英国看護協会が「No lifting Policy」，すなわち「押さな
い・引かない・持ち上げない・ねじらない・運ばない」
を制定し，介助時には福祉用具などを利用し，人力のみ
での移乗介助や移動を制限した６）７）．また，イギリス，オー
ストラリアやアメリカなどでは，腰痛予防対策が国家プ
ロジェクトとして位置づけられ，人力による抱え上げ作
業が腰痛発生の主要因となっていることが示されてい
る８）．すなわち，日本で広く受け入れられている「ボディ
メカニクスを基盤とした人力による人の抱え上げ技術」
教育は，腰痛発生の低減に有効でないことが科学的に明
らかにされた８）９）．さらにこれらの報告を受けて，ヨーロッ
パ，アメリカやオーストラリアでは，介護・看護労働に
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おいて，人力のみで人を持ち上げない，抱え上げない，
引きずらないこと（No Lifting Care）１０）を徹底するよう指
導され，労働衛生に関する法律・指針等が整備されるな
ど，組織的な体制づくりの強化が図られている１）１１）．日本
では，労働基準法の第 64条（2013年）で危険有害業務の
就業制限が指示され，それを受けた女性労働基準規則の
第 2条で，満 18歳以上の女性においては，継続作業の場
合 20kg以上の重量物を取り扱う作業が禁止されてい
る１２）．
厚生労働省は，腰部に著しく負担のかかる移乗介助等
では，リフト，スライディングボード等の福祉用具を積
極的に導入し，原則として人力による人の抱え上げ作業
は行わせないとした１２）１３）．また，腰痛予防に関して，事業
者が腰痛予防のリスクアセスメントと労働安全衛生マネ
ジメントの手法を導入し，労働者の健康保持増進対策を
含めた基本的な進め方を示している１３）１４）．
しかし，日本医療総合研究所が行った調査では，主な
腰痛予防対策は「予防ボディメカニクス」や「休息と睡
眠の確保」といった個人任せの対策であり，リフトやス
ライディングシート等の福祉用具の活用が少ないことが
明らかになっている１５）１６）．
日本における「休業 4日以上の業務上疾病」のうち，
保健衛生業においては腰痛が 2007年以来第 1位となっ
ている１７）．2018年には 1,533件１８）を記録し，日本の全産業
のうち約 30.6％が保健衛生業による腰痛となっている
現状がある．この背景には，リフトやスライディングシー
ト等の福祉用具の活用が少なく７）１６）１９），介護施設における
腰痛予防策が進まない要因があると考えられる．した
がって，介護施設における介護士の腰痛予防策を阻む要
因について，福祉用具を中心とした文献を検討し，必要
な腰痛予防策の課題を明らかにすることは，介護施設に
おける介護士の腰痛発生を予防することにつながると考
えた．
そこで本研究は，文献レビューを基に介護施設の福祉
用具活用における腰痛予防策を阻む要因を分析し，腰痛
予防策を阻む要因は何かを明らかにし，介護施設の腰痛
予防策の課題を検討することを目的とした．

用語の定義

・福祉用具：リフトなどの機械類とスライディング
シート，スライディングボードなどの移乗・移動用具．
・No Lifting Policy：1998年にオーストラリア看護連
盟（Australia Nursing Federation：ANF）ビクトリア支
部が正式に採用し，発表したもの１１）．
・ノーリフトケア：介護・看護労働において，人力の
みで人を持ち上げない，抱え上げない，引きずらないこ
と（No Lifting Care）７）．

方 法

1．文献検索と対象文献の選定
活用したデータベースは「メディカルオンライン」と

「Google Scholar」であった．「介護施設の福祉用具活用に
おける腰痛予防策を阻む要因」を検索目的とし，Key
wordを「腰痛予防」「福祉用具」「介護」に限定し，2005～
2020年の期間で検索を行った．その結果，「メディカルオ
ンライン」では 31件，「Google Scholar」では 407件が
ヒットした．
選定にあたっては，まず要約を読み，総説，看護師を
対象とした文献，観察研究，全文ではない文献を除外し
た．また，文献内に活用されていた引用文献について関
連のあるものを選択して入手した結果，33件が選択され
た．さらに，選択された文献の本文の内容から，本研究
の趣旨に合うものを抽出した結果，最終的に 28件の文献
が分析対象となった．
2．分析方法
研究の動向を知るために，対象文献から発行年の割合
を明らかにした．
分析方法の視点として，我が国の介護施設における福
祉用具を活用した腰痛予防策を阻む要因に関して分析を
行った．腰痛予防策を阻む要因についての種類を分類し，
特徴を明らかにした．次に，腰痛予防策を阻む要因に関
する記述内容を文章のまま抽出した．一般に出版・公開
された文献を対象文献とし，著作権に配慮し，著者の表
現や言葉などを改変せず，引用部分を明示し，出典を明
記した．その上で，抽出した記述内容を著者の意図する
意味を損なわないよう集約し，類型化したものをサブカ
テゴリー化した．さらに，共通性がある問題と捉えられ
るサブカテゴリーを集約し，カテゴリー化した．以上の
質的帰納的分析にあたっては，複数の研究者で検討を重
ね，結果における真実性の確保に尽くした．

結 果

1．研究の動向
発行年別にみた文献件数では，「メディカルオンライ

ン」と「Google Scholar」合わせて 2005年と 2006年はと
もに 10件以下，2007年～2020年まで毎年 20数件～40
数件であった．
分析対象とした文献の発行年では，2005年，2008年，

2012年，2013年，2014年，2015年がそれぞれ 1件（計
6件），2009年，2010年，2017年は各 2件（計 6件），2007
年，2016年，2018年，2019年は各 3件（計 12件），2020
年 4件の計 28件（図 1）であった．
対象文献 28件の内容としては，福祉用具と腰痛の実態
調査 8件８）２０）～２６），安全衛生活動と教育 12件５）１１）１６）１７）２７）～３４），職
場環境整備 3件３５）～３７），福祉用具の開発 2件３８）３９），他 3
件４０）～４２）であった．
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図 1　年代別文献数（n＝28）

表 1　介護施設の福祉用具活用における腰痛予防策を阻む要因

1. 労働衛生教育の不備 

福祉用具活用教育のおくれ（30）
福祉用具の使用促進を指導されていない．福祉用具の安全性に不安がある．リフトは落下の危険性を感じる．
リフトを知らない．施設職員の移乗関連用具に対する知識が不十分である．全体に広まらない．腰痛予防の講
習をしてない．［7,16,17,23,25,27,29,30,38,43］

衛生委員会活動不足（2） 50 人以上の施設では義務づけられている衛生委員会を実施している施設は 1施設だけ．安全衛生委員会は設
置されているが安全衛生活動の実施につながっていない．［16,38］

力任せの介助環境（14）
ボディメカニクスを活用．人力での入居者を抱え上げて移乗している．移乗の単独作業では，介護者が利用者
の正面に立って，利用者の背中または腰に手を回して抱え上げる方法が最も多い．［8,16,21,22,24,28,29,33,36,37,
43］

作業ローテーションの工夫不足（4） 負担の大きな作業が一人に集中している．作業ローテーションの工夫をしていない．［16,29,43］

個人任せの腰痛予防策（10）
腰痛予防策として個人で運動，ストレッチ，病院通院，整体やマッサージに通う，職員の半数以上がコルセッ
トを使用している，痛みがある時は湿布を貼ったり薬を飲むことで対処する，職場で腰痛予防教育を受けたと
答えた職員は約 3割．［21,25,28,32,38］

2. 福祉用具活用環境の未整備

作業環境の未整備（6） 福祉用具を導入しても収納場所がない，介護スペースを広く確保できない．使用場所の広さや床の状態等，環
境が整っていない ．［5,8,11,26,27,38］

乏しい設備投資（13） 福祉用具購入が難しく施設に無いため使用したことが無い，移乗にタオルを使用している，適正な福祉用具が
ない．［11,17,25,27,28,33］

活用されない助成金（4） 職場定着支援助成金制度に対する認知度が低い，知っていても活用が少ない．［27,31］

福祉用具に関する認識の違い（15）
手で行わなければぬくもりが感じられない，リフトは “物のように扱われている”という感じを与えるため，
使用しない．一方的に持ち込まれた，使いにくいものをそろえてもらっても，実際には使用に結びつかない．
［16,17,27,34,35,40,42］

要介護者のアセスメント不足（12）
福祉用具の対象者がいない．介助方法改善の話し合いがなくケアの方法が統一されていない，要介護者の能力
に対する評価が不十分で過介護するケースが多く，要介護者の残存機能の活用をしていない．
［8,25,27,29,30,31,43］

マニュアルの不備（15）
福祉用具についての使用マニュアルがない，マニュアルを作成したが活用していない，法人全体で共有されて
いない，マニュアルに内容の重複がある，幅広い年齢層の介護士が操作・活用しにくい，評価を受けていな
い．［17,27,30,31,34,42］

3. 介護人材の不足

作業人数の不足（5） 腰が痛くてもいえない，同僚に負担を掛けられない．［8,28,38］

自己犠牲（5） 腰が痛くてもいえない，同僚に負担を掛けられないので手間のかかる福祉用具は使用しない．［8,35,40,41］

一人介助の環境（4） 誘導・着脱・入浴介助，移動・移乗など介助作業全般を一人で行う．［16,38,41,43］

タイムプレッシャーのため業務遂行
を第一優先（24）

福祉用具を使用することで手間や時間がかかる，電動ベッドの機能を使用するよりも短時間でできる支援を優
先する，時間におわれ業務遂行を第一優先にする．
［5,8,11,17,23,25,26,27,29,31,32,34,39,40,43,54］

（ ）内は記述数を示す　［ ］内の数字は，文献番号を示す

2．介護施設の福祉用具活用における腰痛予防策を阻
む要因
これらの文献から，介護施設の福祉用具活用における
腰痛予防策を阻む要因に関する 163件の記述内容を抽出
し，15個のサブカテゴリー，3つのカテゴリーに類型化
（表 1）した．以下，カテゴリーを【】，サブカテゴリー
を［］で示した．介護施設における腰痛予防策を阻む要

因は，【労働衛生教育の不備】【福祉用具活用環境の未整
備】【介護人材の不足】の 3カテゴリーで構成されていた．
【労働衛生教育の不備】は，［福祉用具活用教育のおく
れ］［衛生委員会の活動不足］［腰痛予防に関する認識の違
い］［力任せの介助環境］［作業ローテーションの工夫不
足］［個人任せの腰痛予防策］の 5サブカテゴリーから構
成されていた．
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［福祉用具活用教育のおくれ］は 30の記述内容からな
り，その概要は，福祉用具の使用促進を指導されていな
い，リフトを知らない，福祉用具を使用するメリット・
デメリットや実際の使用方法等を理解できていない，リ
フトは落下の危険性を感じるであった．
［衛生委員会の活動不足］は 2の記述内容からなり，50
人以上の施設では義務づけられている衛生委員会を実施
している施設は 1施設だけ，安全衛生委員会は設置され
ているが安全衛生活動の実施につながっていないであっ
た．［力任せの介助環境］は 14の記述内容からなり，そ
の概要は，ボディメカニクスを活用，人力での入居者を
抱え上げて移乗しているであった．［作業ローテーション
の工夫不足］は 4の記述内容からなり，その概要は，負
担の大きな作業が一人に集中している，作業ローテー
ションの工夫をしていないであった．
［個人任せの腰痛予防策］は 10の記述内容からなり，
その概要は，職場で腰痛予防教育を受けたと答えた職員
は約 3割，腰痛予防策として個人で運動，ストレッチ，
病院通院，整体やマッサージに通う，職員の半数以上が
コルセットを使用している，痛みがある時は湿布を貼っ
たり，薬を飲むことで対処するであった．
【福祉用具活用環境の未整備】は，［作業環境の未整備］
［乏しい設備投資］［活用されない助成金］［福祉用具に関
する認識の違い］［要介護者のアセスメント不足］［マニュ
アルの不備］の 6サブカテゴリーから構成されていた．
［作業環境の未整備］は 6の記述内容からなり，その概
要は，福祉用具を導入しても収納場所がない，介護スペー
スを広く確保できないであった．
［乏しい設備投資］は 13の記述内容からなり，その概
要は，福祉用具購入が難しく施設に無いため使用したこ
とが無い，移乗にタオルを使用している，適正な福祉用
具がないであった．［活用されない助成金］は 4の記述内
容からなり，その概要は，職場定着支援助成金制度に対
する認知度が低い，知っていても活用が少ないであった．
［福祉用具に関する認識の違い］は 15の記述内容から
なり，その概要は，手で行わなければぬくもりが感じら
れない，リフトは“物のように扱われている”という感
じを与えるため，使用しない，使いにくいものをそろえ
てもらっても，実際には使用に結びつかないであった．
［要介護者のアセスメント不足］は 12の記述内容から
なり，その概要は，福祉用具の対象者がいない，介助方
法改善の話し合いがなくケアの方法が統一されていな
い，要介護者の能力に対する評価が不十分で過介護する
ケースが多く，要介護者の残存機能の活用をしていない
であった．［マニュアルの不備］は 15の記述内容からな
り，その概要は，福祉用具についての使用マニュアルが
ない，法人全体で共有されていない，マニュアルに内容
の重複がある，幅広い年齢層の介護士が操作・活用しに
くい，評価を受けていないであった．

【介護人材の不足】は，［作業人員の不足］［自己犠牲］［一
人介助の環境］［タイムプレッシャーのために業務遂行を
第一優先］の 4サブカテゴリーから構成されていた．
［作業人員の不足］は 5の記述内容からなり，その概要
は，入浴介助において作業人数が不足している，転職や
施設を変わる介護職が多く，そのつど介護職員を補充す
ることが難しいために，少ない人数のまま業務を行って
いるであった．
［自己犠牲］は 5の記述内容からなり，その概要は，腰
が痛くても言えない，同僚に負担を掛けられない，業務
が進まないので痛みを我慢するしかない，であった．
［一人介助の環境］は 4の記述内容からなり，その概要
は，誘導・着脱・入浴介助，移動・移乗など介助作業全
般を一人で行うであった．
［タイムプレッシャーのために業務遂行を第一優先］は

24の記述内容からなり，その概要は，福祉用具を使用す
ることで手間や時間がかかる，電動ベッドの機能を使用
するよりも短時間でできる支援を優先する，時間に追わ
れ，業務遂行を第一優先にするであった．

考 察

今回の文献検討の結果，介護施設の福祉用具活用にお
ける腰痛予防策を阻む要因として，【労働衛生教育の不
備】【福祉用具活用環境の未整備】【介護人材の不足】とい
う 3つのカテゴリーが抽出された．以下，それぞれのカ
テゴリーについて，それらを構成していたサブカテゴ
リーを中心に考察する．
1．労働衛生教育の不備
まず，腰痛予防教育などの［福祉用具活用教育のおく
れ］や，安全衛生委員会は設置されていないや，設置さ
れてはいるが安全衛生活動の実施につながっていないな
どの［衛生委員会の活動不足］が示された．介護施設の
事業主，管理者の意向が介護従事者の業務環境を左右し
てしまうため，腰痛は職業病ではなく予防できることで
あり，予防しなければならないことを事業主，管理者は
認識する必要がある．No Lifting Policyに基づく腰痛対
策を導入するには，福祉用具を導入し福祉用具活用環境
を整備する必要がある．腰痛予防対策を実施するために
は職場全体での組織的な取り組みが重要であることか
ら，事業主や管理者自身も正しい知識を得るために講習
に参加するなどし，介護士の腰痛発生要因となる介護動
作を介護士と共に分析し対策を考えることが重要と思わ
れる４５）．
日本では未だ，多くの施設においては，従来から指導
されてきたボディメカニクスを活用する［力任せの介助］
が，腰痛予防の中心的な対策となっている．米諸国やオー
ストラリアでは，「ボディメカニクスを基盤とした人力に
よる人の抱え上げ技術」教育は腰痛発生の低減に有効で
ないことが科学的に明らかにされている．腰部に負担の
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かかる姿勢や動作を回避し腰痛予防を効果的なものとす
るためには，ボディメカニクスの活用や熟練したテク
ニックだけでは不十分であり，福祉用具を導入すること
が不可欠である９）４３）．
日本でも腰痛予防対策指針１２）４４）において，ノーリフト原

則を推奨しているが，介護士養成校をはじめとする教育
の現場には浸透していない．つまり，介護職者を教育す
る側が，要介護者および介護する側双方にとって負担が
軽減できない移動・移乗技術を指導し続けている５）２４）と
いえる．日本におけるノーリフトケアの導入は，介護福
祉士養成教育開始と同時期の 1988年頃からはじまって
きたといわれている．しかし，この時から 30年以上が経
過した現在でも，介護施設へのノーリフトケアの導入は
進んでいない１９）．
日本の介護教育現場において，学生の時からノーリフ
トケアの理解を教育する必要がある．このためには職能
団体が教育の場にもノーリフトケアを推奨していくこと
が重要である．
また，［作業ローテーションの工夫不足］である，負担
の大きな作業が一人に集中する現状２８）が見られた．施設
管理者は，疾病の病勢が増悪することのないように疾病
の性質，程度に応じ速やかに就業の禁止や制限等を行う
ことはもとより，場合によっては勤務，又は担当職務の
変更を行う等，適切な措置を講ずべきである１３）．多くの施
設において，腰痛予防策のためのスタッフの研修や，福
祉用具の導入は行われておらず，［個人任せの腰痛予防
策］をとっていた．経営に追われる介護業界は，介護士
の就職後のスキルアップを継続的に行うゆとりを欠いて
いる．腰痛予防先進国と比較すると，わが国の介護従事
者の腰痛予防に関する法や制度，腰痛予防プロジェクト
や基金など行政の対応策は遅れている．No Lifting Policy
の普及により，腰痛に対する認識を教育により変えてい
く必要がある．また，福祉用具の導入，活用を進めるた
めには，個人的な対応策ではなく腰痛予防先進国のよう
に組織的な対応策が必要といえる４３）．
2．福祉用具活用環境の未整備
介護施設に焦点を当ててみると，施設全体で取り組む
べき腰痛予防のための環境整備のための福祉用具の導入
については，福祉用具の収納場所がない，介護スペース
を広く確保できないなど［作業環境の未整備］の状態で
あった．また，［乏しい設備投資］のため福祉用具の購入
が難しく施設に設置されていなかった．しかし，［助成金
の活用］は行われていなかった．2000年に介護保険制度４５）

が導入され，介護サービスにおいて，これまでの社会福
祉法人や医療法人だけではなく，営利法人や民間非営利
法人などの参入により競争が激化した結果，介護施設は
利益率の確保に奔走している４６）４７）．野口４８）は，介護保険制
度では介護報酬が経営を管理していると指摘している．
わが国の腰痛予防策においては，イギリスのように法

令を制定するというかたちではなく「職場における腰痛
予防対策指針」を制定し，｢職場定着支援助成金『介護福
祉機器助成コース』｣という福祉用具導入に関する費用面
の助成を行っている．この「職場における腰痛予防対策
指針」は，努力目標であり法的拘束力や罰則がないため
必ずしも守られていない５）４３）４９）．このことが腰痛予防策を
進める足かせとなっている．しかし，まずは福祉用具普
及のための支援事業である［助成金の活用］を取り入れ，
施設全体が一体となって，腰痛予防のための［設備投資］
を充実させ，作業しやすいような［作業環境］を整えて
いく必要があると思われる．
また，リフトは要介護者を“物のように扱っている”と
いう感じを与えるため，福祉用具を導入した施設でも使
用していない施設４８）や，その反対に“現場の状況を知らず
に一方的に持ち込まれた”というスタッフがいる３３）など
［福祉用具に関する認識の違い］があった．
管理者と介護士の両者において，腰痛予防に対する理
解が浸透していないことが明らかとなった．このため，
管理者はスタッフの意見を聞きながら腰痛予防対策の必
要性の理解を浸透させていく必要がある．加えて，管理
者は各職場で介護リーダーを育成し，リーダーを中心に
腰痛予防策の必要性を浸透させ，福祉用具の活用を推
奨３５）５０）５１）していく必要があると思われる．
しかし，福祉用具が設置されている事業主においても

［要介護者のアセスメント不足］や［マニュアルの不備］
のために福祉用具を活用できていなかった．
要介護者の適正なアセスメントが行われなければ，能
力に対する評価がされないため，反対に過介護してしま
うケースもある４２）．介護士は要介護者の能力をアセスメ
ントし，残存機能を活用することが必要である．要介護
者の残存機能を活用することで，介護量を減らし，適正
な福祉用具の選定を行うことが重要と考えられた．
用具の使用方法がわからないという意見が多数であっ
たことを考慮すると，適切な用具を適切な場面で使用す
るためには，介護士に対する福祉用具使用マニュアルの
充実が必須である．さらに，福祉用具についての正しい
知識を得るための教育システムの構築が，福祉用具の使
用率を高め，介護士の腰痛予防と腰痛の軽減を可能にす
る２４）．
3．介護人材の不足
施設は慢性的な［作業人数の不足］のために無理をせ
ざるを得ない状態であった．介護業界は転職者や離職者
が多く，介護士を補充することが難しい現状もあり，施
設は慢性的な人員不足状態である．2020年度介護労働実
態調査２）によると，離職の理由は 29.5％が“身体的負担が
大きい”である．このような状況の中で，残された介護
士の負担が増し，介護士の腰痛などの増悪につながって
いることが推察された．このため，事業主や管理者は福
祉用具の活用を積極的に進めることにより，介護士の健



盆子原ら：>介護施設の福祉用具活用における腰痛予防策を阻む要因―文献検討― 187

康に留意する必要があると考えられた１６）２８）．
また，同僚に迷惑をかけることはできないと身体的負
担感を我慢するのが当たり前と［自己犠牲］の精神で就
労していた．介護士の職務においては，何よりも自身の
身体的負担を考慮する事も重要である５）．
しかし，現実的には介護施設はスタッフの人数も限ら
れているために，福祉用具を使用するための手間や時間
を省き，電動ベッドの機能を使用するよりも短時間でで
きる支援を優先し，［タイムプレッシャーのため業務遂行
を第一優先］し，［一人介助の環境］であった．規定され
た時間内に多くのケアを提供しなければいけない介護士
は，リフトを使用せず自身の力で何とか抱え上げる方法
を選択していた．
腰痛予防には，必要な福祉用具を活用する No Lifting

Policyの実践が急務である．個人が各職場でノーリフト
ケアを進めていくには限界がある．そのためには職能団
体などの力が必要である．この介護士の職能団体である
日本介護福祉士会の入会者数は，全介護士の約 5％との
報告５２）がある．これでは新しい知識獲得のための研修会
の企画・教育，そして実践と知識の共有や腰痛予防や
ノーリフトの職場への提言は難しい．また，高齢化社会
を支える大規模な職能団体としての役割は果たせない．
介護士一人一人がまず介護福祉士会の一員となって情報
を共有し，No Lifting Policyをそれぞれの施設で推奨し，
持ち上げない介助を徹底することが重要と思われる．

結 語

介護施設の福祉用具活用における腰痛予防策を阻む要
因を示すカテゴリーとして，【労働衛生教育の不備】【福祉
用具活用環境の未整備】【介護人材の不足】が抽出された．
【労働衛生教育の不備】は，［福祉用具活用教育のおくれ］
［衛生委員会の活動不足］［力任せの介助環境］［作業ロー
テーションの工夫不足］［個人任せの腰痛予防策］の 5サ
ブカテゴリーから，【福祉用具活用環境の未整備】は，［作
業環境の未整備］［乏しい設備投資］［活用されない助成
金］［腰痛予防に関する認識の違い］［要介護者のアセスメ
ント不足］［マニュアルの不備］の 6サブカテゴリーから，
また【介護人材の不足】は，［作業人員の不足］［自己犠牲］
［一人介助の環境］［タイムプレッシャーのために業務遂
行を第一優先］の 4サブカテゴリーから構成されていた．
本結果より，介護施設の福祉用具活用における腰痛予
防のためには，適切な労働衛生教育，福祉用具活用環境
の見直し，および十分な介護人材の雇用が提案された．
そのためには，学会などを中心とした職能団体の腰痛
予防対策活動が重要である．また，介護士一人一人が腰
痛予防の意識をもち腰痛を予防するために，介護士個人
の予防に焦点を当てるだけでなく，組織の中で彼らの活
動を維持，強化していく環境や体制作りが必要と考えら
れた．

［COI開示］本論文に関して開示すべき COI状態はない
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A Literature Review of Factors Obstructing Measures against Lower Back Pain in the Utilization of
Welfare Equipment at Caretaking Facilities

Itsuko Bonkohara and Hitoshi Okamura
Department of Psychosocial Rehabilitation, Graduate School of Biomedical and Health Sciences, Hiroshima University

Objectives: Long-term care places considerable pressure on the lower back and causes lower back pain
(LBP). Meanwhile, welfare equipment is inadequately used, and measures to prevent LBP have not advanced in
recent years. Therefore, this study examined the literature on factors that obstruct efforts against LBP when
caregivers use welfare equipment at caretaking facilities.

Method: A literature search of the keywords “LBP prevention,” “welfare equipment,” and “long-term care”
was performed on Medical Online and Google Scholar, and 28 relevant papers were identified. Descriptions re-
garding factors that hinder LBP prevention by caregivers at caretaking facilities were extracted from the 28
papers and subdivided through qualitative inductive analysis.

Results: “Insufficient occupational health education,” “undeveloped environment for utilizing welfare equip-
ment,” and “lack of long-term care staff” were the factors that inhibited LBP prevention procedures that use
welfare equipment at caretaking facilities. For “insufficient occupational health education,” the analysis yielded
five subcategories, i.e., “delay in welfare equipment utilization education,” “insufficient health and hygiene man-
agement,” “environment of lifting by one person,” “insufficient work rotation,” and “preventive measures for
LBP undertaken by individuals.” For “undeveloped environment for utilizing welfare equipment,” six subcate-
gories emerged, i.e., “undeveloped work environment,” “poor capital investment,” “unused subsidies,” “differ-
ences in perceptions of LBP prevention,” “insufficient assessment of care recipients,” and “insufficient manual.”
For “lack of long-term care staff,” four subcategories were found, i.e., “lack of staffs,” “self-sacrifice,” “assistance
by one person,” and “priority given to business execution due to time pressure.”

Conclusions: Adequate occupational hygiene education, review of the environment for utilizing welfare
equipment, and employment of sufficient staff were suggested to prevent LBP in the utilization of welfare
equipment in long-term care facilities. Thus, LBP prevention measure activities of professional associations,
such as academic societies, are important.

(JJOMT, 70: 182―189, 2022)
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